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府 民 利 用 施 設 調 書

施設名 京都府立文化芸術会館

施
設
概
要

所  在  地 京都市上京区河原町通広小路下ル 設置年度 昭和４５年度

設置目的
文化芸術を愛する人々に発表と交流の場を提供し、京都における文化芸術の創造活動に寄
与することを目的に設置

施設機能

主　要　設　備 主な利用料金

ホール 収容人数　419人 40,800円/日（平日・午前～午後）

展示室 ２室（１階、２階） 15,700円/日（１階）

会議室 洋室２（40人、20人）、和室２（60人、10人） 14,800円/日（和室60人）、9,900円/日（洋室40人

その他 楽屋５、喫茶コーナー －

指定管理者制度の
導入施設の場合、

その管理者

（財）京都文化財団（指定管理者）

指定期間 平成21年４月１日～平成24年３月31日 所在地 京都市中京区高倉通三条上ル東片町６２３－１

選定方法 公募 業 　種 府立文化施設の運営

利
用
状
況
等

利用者数

20年度 156,190（うちホール52,818）

主要設備
利用率

（平成22年度）

ホール

利用者数
の推移

（H20→H22） ＋8.6

78.8

21年度 165,524（うちホール63,314） 展示室 93.0

22年度 169,629（うちホール59,994） 会議室 43.1

府負担コスト
（平成22年度）

利用者1人あたりｺｽﾄ
（府支出額/利用者数）

492 円 府負担割合
（府支出額/収入総額）

60.3 ％

今後５年以内の
大規模修繕等（予

定）
耐震補強工事、地下レストラン用途変更改修


